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貸出金の状況

預金の状況

当組合の概要

の令和5年9月期経営指標

設　　立	 昭和25年11月25日
本　　店	 茨城県水戸市大町2-3-12
理 事 長	 渡邉　武
組合員数	 210,536人
店 舗 数	 84店舗
役職員数	 	1,141人

（R5.9.30現在）

　当組合は、信用組合の基本理念である相互扶助の
精神に基づき、組合員を中心として、茨城県の皆さま
の経済活動を支援しています。
　令和5年度は第10次中期経営計画（計画期間3年）
の2年目となり、「笑顔と活力のある地域社会をお客さ
まと共に創る金融機関」を目指し、地域経済の活性化
に向けた中小企業・小規模事業者への資金繰り支援
や本業支援、社会貢献活動に取組んでいます。

預金は、信用のバロメーター
であり、茨城県内の幅広いお
客さまからお預けいただいた
ことにより、前年同月比187
億円増加し1兆3,279億円と
なりました。

協金法及び金融再生法に基づく不良債権は、令和4年9月末比9億4千万円減少しています。また、不良債権計に対す
る保全率は95.08%となっています。

単位：百万円
区分 令和4年9月末 令和5年9月末
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 11,565 12,225
危険債権 7,162 5,842
要管理債権 3,566 3,279

三月以上延滞債権額 3 3
貸出条件緩和債権額 3,562 3,276

小計 （Ａ） 22,294 21,347
保全額 （Ｂ） 20,501 20,297

担保・保証額 （Ｃ） 12,137 11,960
個別貸倒引当金 （Ｄ） 8,091 8,130
一般貸倒引当金 （Ｅ） 272 206

保全率 （Ｂ）/（Ａ） 91.95% 95.08%
引当率　　　　　　	（（Ｄ）＋（Ｅ））/（（Ａ）－（Ｃ）） 82.34% 88.81%
正常債権 （Ｆ） 523,936 532,170
総与信残高 （Ａ）＋（Ｆ） 546,230 553,518

貸出金は、地元茨城の中小企
業・小規模事業者や個人のお
客さまの資金ニーズに積極的
にお応えした結果、前年同月
比73億円増加し5,528億円と
なりました。

資金運用収益が増加したこと
などにより、本業による収益
を示すコア業務純益は11億	
7千万円、中間純利益は7億	
9千万円となりました。

※金額は、単位未満を切り捨てて表示しているため、記載金額の合計と表中の合計欄の金額が一致しない場合があります。
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協金法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

自己資本比率は、金融機関の健全性、安全性を判断する重要な指標で
す。けんしんの自己資本比率は国内基準の4%、国際基準の8%を上回っ
ています。

単位：百万円
令和4年9月末 令和5年9月末

自己資本の額 （A） 53,384	 54,825	
リスク・アセット等の額 （B） 527,910	 533,429	
自己資本比率 （A/B） 10.11% 10.27%

■協金法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況の注記
❶「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
❷「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権	
（１に掲げるものを除く。）です。
❸「要管理債権」とは、「三月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金です。
❹「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金（１及び２に掲げるものを除く。）です。
❺「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金	
（１、２及び４に掲げるものを除く。）です。
❻「担保・保証額」（C）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
❼「個別貸倒引当金」（D）は、貸借対照表上の個別貸倒引当金の額のうち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に対して個別に引当計上した額の合計額です。
❽「一般貸倒引当金」（E）には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額のうち、「要管理債権」に対して引当てた額を記載しております。
❾「正常債権」（F）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権（１、２及び３に掲げるものを除く。）です。
❿「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部に
ついて保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払
金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。

❶金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。
❷残高表示は、残高が全くない場合は「-」表示、表示単位未満の残高がある場合は「0」表示しています。
❸「満期保有目的」の貸借対照表計上額は取得原価を計上しています。
　「その他有価証券」の貸借対照表計上額のうち、時価のあるものは市場価格等に基づく時価を、時価のないものは取得原価に基づいて計上しています。

有価証券の運用については、国債・地方債・社債などの債券を中心に、安全性を重
視したポートフォリオで長期的で安定的な収益確保を目指しています。

単位：百万円
令和5年9月期

貸借対照表計上額 評価損益
令和5年3月末比 うち評価益 うち評価損

保有目的別
満期保有目的 34,810 △	5,928 △	985 0 5,928
その他有価証券 389,031 △	12,838 △	4,256 2,136 14,974
子会社及び関連会社株式 986 - - - -

合計 424,827 △	18,766 △	5,242 2,136 20,903

自己資本比率の推移


